
別記関係団体 御中

事務連絡

平成27年 3月31日

厚生労働省保険局医療課

検査料等の点数の取扱いについて

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管

部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。



［別記〕

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会

、公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人i 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
独立行政法人 国立がん研究センター
独立行政法人 国立循環器病研究センター
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター
独立行政法人 国立国際医療研究センター
独立行政法人 国立成育医療研究センター
独立行政法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課



地方厚 生 （支 ）局 医療 課長
都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

殿

保医発0331第 1号

平成27年3月31日

厚生労働省保険局医療課長

（公印省略）

厚生労働省倒鯛歯榔療管理官

（公印省略）

検査料等の点数の取扱いにういて

標記について、 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついてJ （平成26年3月5日付け保医発0305第 3号）の一部を下記のとおり改

正し、平成27年4月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払

機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

言己

1 別添1第2章第3部第1節第1款D004-2悪性腫蕩組織検査を次のよ

うに改める。

( 1 ) 「1Jの悪性腫蕩遺伝子検査は、固形腫療の腫蕩細胞を検体とし、 P

c R法、 SSC P法、 RFL P法等を用いて、悪性腫蕩の詳細な診断及

び治療法の選択を目的として悪性腫蕩息者本人に対して行った、肺癌及

び大腸癌におけるlEGF R遺伝子検査又はk r a s遺伝子検査、勝癌

におけるK-ras遺伝子検査、大腸癌におけるRA S遺伝子検査、悪

性骨軟部組織腫蕩における EWS-Flil遺伝子検査、 TLS-CH 



0 P遺伝子検査又はSYT-SS X遺伝子検査、消化管開業系腫蕩にお

ける c-k i t遺伝子検査、家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイ

クロサテライト不安定性検査又は悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に

係る遺伝子検査について、患者1人につき 1回に限り算定する。ただし、

肺癌におけるEGF R遺伝子検査については、再発や増惑により、 2次

的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算

定できる。

(2) 「1Jの悪性腫蕩遺伝子検査を算定するに当たっては、その目的、結

果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

( 3) 「1Jの悪性腫蕩遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血器臆療

遺伝子検査又は区分番号「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうち

いずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

(4) RA  S遺伝子検査

ア RA  S遺伝子検査は、区分番号「D004-2J悪性腫蕩組織検査

「1Jの悪性麗蕩遺伝子検査の「イ」 EGF R遺伝子検査（リアノレタ

イムPc R法）の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査には、上記（ 1 ）から（ 3）の規定を適用する。

( 5) 「2」の抗悪性腫蕩剤感受性検査は、手術等によって採取された消化

器癌、頭頚部癌、乳癌、肺癌、癌性胸膜・腹膜炎、子宮頚癌、子宮体癌

又は卵巣癌の組織を検体とし、 HDRA法又はCD-DS T法を用いて、 i

抗悪性腫蕩剤による治療法の選択を目的として行った場合に限り、患者

1人につき 1回に限り算定する。

( 6) 当該検査の対象となる抗悪性腫療剤は、細胞毒性を有する薬剤に限る。

また、当該検査に係る薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D006-9WT1mRNAを次のよう

！に改める。

(1) WTlmRNAは、リアルタイムRT-PC R法により、急性骨髄性

白血病又は骨髄異形成症候群の診断の補助又は経過観察時に行った場合

に月 1回を限度として算定できる。

(2) Major BCR-ABL mRNA IS 

ア Maj or BCR-ABL mRNA I Sは、区分番号「D0 0 6 

-9JWTlmRNAの所定点数に準じて算定するロ

イ 本検査は、リアノレタイムRT PC R法により測定した場合に限り

算定できる。



（参考：新旧対照表）

。「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成初年3月5日付け保医発0305第 3号）

改正後 ｜ 現行

別添1

第2章特掲診療料

第3部検査

医科診療報酬点数表に関する事項

第 1節検体検査料

第 1款検体検査実施料

D004ー2 悪性腹湯組織検査

別添1

第2章特掲診療料

第3部検査

医科診療報酬点数表に関する事項

第 1節検体検査料

第1款検体検査実施料

D004-2 悪性腫蕩組織検査

( 1) 「1」の悪性腫蕩遺伝子検査は、図形腫蕩の腫蕩細胞を検体と

し、 Pc R法、 SSC P法、 RFL P法等を用いて、悪性腫蕩の

詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腹蕩患者本人に対

して行った、肺癌及び大腸癌におけるEGF R遺伝子検査又はK＇、

( 1) 「1Jの悪性臆蕩遺伝子検査は、固形臆蕩の腫蕩細胞を検体と

し、 Pc R法、 SSC P法、 RFL P法等を用いて、悪性腫蕩の

詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫蕩患者本人に対

して行った、肺癌及び大腸癌におけるEGF R遺伝子検査又はK

-ra s遺伝子検査、勝癌におけるK-ras遺伝子検査、悪性

骨軟部組織腰湯における EWSーF1 i 1遺伝子検査、 TLS-• 

CHO P遺伝子検査又はSYT-SS x遺伝子検査、消化管開業

系臆蕩における c-k  i t遺伝子検査、家族性非ポリポージス大

腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査又は悪性黒色腫セ

ンチネノレリンパ節生検に係る遺伝子検査について、患者1人につ

き1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGF R遺伝子検

査については、再発や増悪により、 2次的遺伝子変異等が疑われ、

再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。

r a s遺伝子検査、勝癌におけるk r a s遺伝子検査、本屋

癌におけるRA S遺伝子検査、悪性骨軟部組織腫蕩における EW

S-F 1 i 1遺伝子検査、 TLS-CHO P遺伝子検査又はSY

T SS X遺伝子検査、消化管閑葉系腫蕩における c k i t遺

伝子検査、家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテラ

イト不安定性検査又は悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る

遺伝子検査について、患者1人につき 1固に限り算定する。ただ

し、肺癌におけるEGF R遺伝子検査については、再発や増悪に

より、 2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要

がある場合にも算定できる。

( 2) 「1」の悪性腫蕩遺伝子検査を算定するに当たっては、その目

的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載す

ること。

( 3) 「1」の悪性腫蕩遺伝子検査、区分番号「D006-2」造血

( 2) 「1Jの悪性腫蕩遺伝子検査を算定するに当たっては、その目

的、結果及び選択じた治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載す

ること。

( 3) 「1Jの悪性腫蕩遺伝子検査、区分番号「D006-2J造血



器腫蕩遺伝子検査又は区分番号 roo o 6 -6 J免疫関連遺伝子

再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主た

るもののみ算定する。

(4) RA  S遺伝子検査

ア RA  S遺伝子検査は、区分番号 roo o 4 2 1悪性腫湯組

織検査「 11の悪性腫湯漬伝子検杏の「イJEGF R遺伝子検

査（リアルタイムPc R法）の所定点数に準じて算定する。

イ 本検査には、上記（ 1）から（ 3）の規定を適用するの

..＼＿§＿よム但よ略

器臆蕩遺伝子検査又は区分番号『D006-6」免疫関連遺伝子

再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主た

るもののみ算定する。

」霊登L

illムi互よ略

D006-9 WTlmRNA r ハ ID006 9 WTlmRNA 

_u_よ WTlmRNAは、リアノレタイムRT PC R法により、急性

骨髄性白血病又は骨髄異形成症候群の診断の補助又は経過観察時

に行った場合に月 1回を限度と Lて算定できる。

♀よ M a i or BCR-ABL mRNA IS 

ア Maio r BCR-ABL mRNA I Sは、区分番号「D

006-91WTlmRNAの所定点数に準じて算定する。

イ 本検査は、リアルタイムRT-PC R法により測定した場合

に限り算定できる。

リアルタイムRT-PC R法により、急性骨髄性白血病又は骨髄異形

成症候群の診断の補助又は経過観察時に行った場合に月 1回を限度とし l

て算定できる。

」蓋翠L


